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「ワールドマスターズゲームズ 2027 関西」 

徳島県交通・宿泊・観光業務 提案募集要項 

 

ワールドマスターズゲームズ 2027 関西徳島県実行委員会（以下「実行委員会」という。）

は、「ワールドマスターズゲームズ 2027 関西（以下「本大会」という。）」に係る徳島県交通・

宿泊・観光業務を委託するに当たり、専門的知識や豊富な経験を有する受託者を選定する

ため、次により公募によるプロポーザルを実施する。 

 

１ 業務内容 

別添の仕様書のとおり 

 

２ 提案に係る見積上限額 

⑴ 令和８年度 

１5,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

⑵ 令和９年度 

74,000,000 円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

３ 参加資格 

⑴ 単独企業による参加 

次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

ア  次の（ア）から（コ）までのいずれの事項にも該当しないこと。 

（ア） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

（イ） 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により徳島県又は他の地方公共団体から

の指定の取消しを受けていない者 

（ウ） 徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に係る指名停

止等措置要綱に基づく指名停止の措置の対象となっている者 

（エ） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又はその構成員（暴力団の構成

団体の構成員を含む。）若しくは暴力団及び構成員でなくなった日から５年を経過し

ない者（以下「暴力団の構成員等」という。）の統制下にある団体 

（オ） 会社更生法(平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生

法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て又は破産法（平成１６

年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者 

（カ） 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３

条又は第８条第１項に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された

日から２年を経過しない者 

（キ） 都道府県税（法人事業税・法人県民税等）、法人税、地方法人特別税、消費税及び

地方消費税並びに延滞金等を滞納している者 

（ク） 労働基準法をはじめとする労働関係法令を遵守していない者 
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（ケ） 役員(法人の監査役及び監事を含む)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる

団体 

ａ 成年被後見人又は被保佐人 

ｂ 破産者で復権を得ない者 

ｃ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこ

とがなくなった日から２年を経過しない者 

（コ） 特定の政治活動又は宗教活動等を主たる目的とする団体、公序良俗に反する等適

当でないと認められる者 

 

⑵ 共同企業体による参加 

全ての構成員が⑴に掲げる要件を全て満たす者であること。 

 

４ 参加手続等 

⑴ 募集のスケジュール 

ア  募集開始   令和８年６月１９日（金）から 

イ  参加表明の受付期間  令和８年６月１９日（金）から同年７月３日（金）午後５時まで 

ウ  質問書の受付期間  令和８年６月１９日（金）から同年７月３日（金）午後５時まで 

エ  質問に対する回答  令和８年７月７日（火）までに回答 

オ  提案書の提出期限  令和８年７月１７日（金）午後５時まで 

カ  プレゼンテーション出席者の報告 令和８年７月１７日（金）午後５時まで 

キ  プレゼンテーションの実施 令和８年７月２４日（金） ※予定 

ク  選定結果の通知  令和８年７月２７日（月）以降 

ケ  契約の締結   令和８年８月上旬 

コ  契約期間    令和９年６月３０日（水）まで 

※ただし、６⑵イを参照すること。 

 

⑵ 提出書類等 

区分 提出書類、記載事項等 提出部数 提出方法 

参加表明 ①様式第１号（参加表明書） 

②様式第２号（組織概要及び事業実績） 

③法人の場合は登記簿謄本（履歴事項全

部証明書） 

④直近の事業年度における決算書又は税

務申告 

⑤都道府県税及び国税に未納がないこと

の証明書 

※共同企業体による参加の場合は、②～

⑤に規定する資料について構成する全

ての事業者が提出すること。 

原本 

各１部 

持参又は

郵送（書留

郵便に限

る） 

質問及び回答 ①様式第３号（質問書） ― 電子メール 
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※質問に対する回答は、原則として参加表

明書提出者全員に、電子メールにより行

う。 

提案書等の提出 ①様式第４号（提案書） 

次の内容を記載すること。 

・ 仕様書の各項目に対する提案 

・ 業務に携わるスタッフ体制 

・ 業務実施に係るスケジュール 

・ 業務に係る経費見積り 

※消費税及び地方消費税（税率１０％）を

含めて積算すること。 

※令和８年度及び令和９年度の各年度

の経費見積りを明示すること。 

原本１部 

副本１０部 

持参又は

郵送（書留

郵便に限

る） 

プレゼンテーシ

ョンの出席者 

報告 

①出席者の所属、職及び氏名 

※プロジェクター及びスクリーンが必要な

場合は、当実行委員会で準備するため、

希望があれば出席者と併せて報告する

こと。 

― 電子メール 

（備考） 

１ 提出された書類は、原則として返却しない。 

２ 提出期限後は、提出書類の変更、追加、差替え、再提出又は撤回は、認めない。ただ

し、審査に影響を与えない軽微なものは、この限りでない。 

３ 書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本国通貨、日本の標準時

及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める単位とする。 

４ 提出書類は、審査に必要な範囲において複製する場合がある。 

５ 持参による場合は土曜日、日曜日及び祝日以外の日の午前１０時から午後５時まで

に、郵送等による場合は書留郵便、宅配便等により期限内必着で、提出すること。ま

た、電子メールによる場合は、送信後、電話で着信の確認をすること。 

６ 質問の内容は、業務内容や手続に関する事項に限るものとし、他の事業者からの提

案書の提出状況や積算に関する内容等の質問は受け付けない。 

 

⑶ 提出先 

７７０－８５７０ 徳島市万代町１丁目１番地 

ワールドマスターズゲームズ 2027 関西徳島県実行委員会 

（徳島県観光スポーツ文化部スポーツ振興課ワールドマスターズゲームズ推進室内） 

電話番号 ０８８－６２１－２５５3 

メールアドレス wmg2027_tloc@mail.pref.tokushima.lg.jp 

 

５ 受託候補者の選定 

⑴ 選定方法 
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実行委員会が設置する選定委員会において、参加者によるプレゼンテーションを実施

した上で、評価基準により総合的に評価して順位付けを行い、最高順位者となった参加

者を受託候補者とする。ただし、審査の結果、いずれの参加者も受託候補者には適切で

ないと判断された場合は、受託候補者を選定しない場合がある。 

また、参加者が１者である場合には、受託候補者としての適否を総合的に評価して受

託候補者を選定する。 

ア  プレゼンテーションの所要時間 

１者当たり、３０分以内（説明１５分以内、質疑１５分以内）を予定している。ただし、参

加表明書の提出者が多数の場合は、時間を短縮する場合がある。 

イ  プレゼンテーションに関する注意事項 

（ア） プレゼンテーション開始時間及び実施場所は、後日通知する。 

（イ） プレゼンテーションの順番は、実行委員会が厳正な抽選を行い決定する。 

（ウ） プレゼンテーションの出席者は、各参加者最大５名までとし、出席者の所属・職・    

氏名を、所定の期日及び時間までにメールで報告すること。 

（エ） プレゼンテーションの開始時間に遅れた場合又はプレゼンテーションを実施しな

かった場合は、審査対象としない。 

（オ） 選定委員会は、非公開とする。 

（カ） プレゼンテーション時の追加資料の提出及び提示は、認めない。 

 

⑵ 評価基準 

評価項目 
 

判断基準 
評価の着目点 

提案内容 業務理解・企画

力・独自提案 

 

業務の目的、趣旨等を十分に理解し、各業務の流

れや構成等について、十分な知識・知見の下、具体

的な計画となっているか。 

各業務が大会の効果的、効率的な準備・運営等に

資するものとなっているか。また、本県への来訪

意欲を高める等の独自提案が示されているか。 

① 交通輸送業務 

② 宿泊業務 

③ 観光業務 

業務遂行能力 実績 提案内容を裏付ける類似実績等があるか。 

実施体制 業務実施に当たり、業務遂行可能な人員体制が確

保されているか。 

スケジュール 業務実施に係るスケジュールについて、行程に無

理がなく、作業手順は適切であるか。 

経費積算の妥当性 限られた予算内での効果的かつ効率的な提案が

されており、提案内容と整合が図られているか。 

 

⑶ 選定結果等 
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ア  プレゼンテーションを実施した全ての参加者に、書面で通知する。また、最優秀提案

者の名称等は、ホームページで公表する。 

イ  選定に係る評価、結果等に関する照会には一切応じない。 

ウ  選定結果に対する異議の申立ては、受け付けない。 

エ  提出書類に係る虚偽の記載が明らかになった場合又は受託候補者に重大な瑕疵が

あった場合、業務遂行の意思が認められない場合若しくは業務遂行能力がないと認

められる場合は、選定結果を取り消す場合がある。 

 

６ 注意事項等 

⑴ 提案に関する事項 

ア  １者につき、１提案とすること。 

イ  参加表明書を提出した者には、参加表明書類の確認後、提案のため必要な資料（大

会エントリー状況、公益財団法人ワールドマスターズゲームズ 2021 関西組織委員会

想定の交通施策等）を提供する。 

ウ  提案のために実行委員会から提供した資料は、許諾なく公表し、又は使用しないこ

と。また、返却する必要があるものについては、プレゼンテーションの実施の日までに

返却すること。 

エ  提案に係る一切の費用（書類作成費、プレゼンテーション参加に係る交通費等）は、

参加者の負担とすること。 

オ  参加表明書提出後に、参加を辞退する場合は、令和８年７月１７日（金）午後５時まで

に、様式第５号（辞退届）を持参又は郵送等により提出すること。この場合において、

持参による場合は土曜日、日曜日及び祝日以外の日の午前１０時から午後５時までに、

郵送等による場合は書留郵便、宅配便等により期限内必着で、提出すること。なお、共

同企業体による参加を表明している場合は、構成企業ごとに提出すること。 

カ  成果物及びその構成素材に含まれる第三者の著作権その他の権利についての交渉

及び処理は、受託者が納品前に行うこととし、その経費は業務に係る経費見積額に含

めること。 

キ  提出された参加表明書、組織概要及び事業実績並びに提案書が次のいずれかに該

当する場合は、その参加表明書等は無効とするものとする。 

（ア） この要項に定める提出方法、提出先又は提出期限に適合しない場合 

（イ） 記載すべき事項の全部又は一部が記載されておらず、又は虚偽の内容が記載さ

れている場合 

（ウ） この要項及び仕様書に示した提案に関する条件に適合しない場合 

（エ） その他不正な行為等があったと認められる場合 

 

⑵ 契約に関する事項 

ア  実行委員会は、受託候補者の選定後、同者との間で、提案内容及び見積金額を基に

具体的な契約の履行条件等を協議し、双方が合意に至った場合に契約を締結する。当

該協議が調わない場合は、５⑴による順位付けの次点の者と協議し、双方が合意に至

った場合に契約を締結する。 
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イ  契約は、令和８年度及び令和９年度に係る業務実施について、契約締結の日から令

和９年６月３０日までを期間として、締結する。 

ウ  競技シャトルバスについては、事前の利用需要の把握に基づき運行台数を決定する

ため、現時点での想定台数から変更となる場合がある点に留意すること。 

エ  本業務のうち令和９年度分の実施については、実行委員会における令和８年度補正

予算の承認（令和９年度債務負担行為）を条件とする（８月上旬の契約締結までに決

定予定）。当該予算が否決又は減額となった場合、事業内容の変更等を行うものとし、

これに伴う損害の補償は行わない。 

 

⑶ 業務実施に関する事項 

ア  委託業務の遂行により生じた著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条か

ら第２８条までに規定する権利をいう。）は、全て委託者に帰属するものとする。また、

受託者は、著作者人格権（同法第１８条から第２０条までに規定する権利をいう。）を行

使しないものとする。 

イ  受託者は、受託する業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはでき

ない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と認められる場合は、事前に委託者の承

諾を得た上で業務の一部を委託し、又は請け負わせることができる。 

ウ  委託者が保有する資料、画像、映像等は、委託業務を実施するために必要な範囲内

で、委託者から受託者に提供する。受託者は、委託者から資料等の提供を受けたとき

は、責任をもって管理を行うとともに、返却する必要があるものについては業務完了

後速やかに返却すること。また、当該業務の実施以外の目的で、委託者から提供した

資料等を使用することは、認めない。 

エ  受託者は、委託者からの求めに応じて、業務の進捗状況、経費の執行状況等につい

て報告を行うこととする。 

オ  受託者（受託者が雇用する者等を含む。）は、業務の実施に当たって知り得た秘密を

他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。また、成果品及び業務履

行過程で得られた記録を第三者に閲覧させ、複写又は譲渡してはならない。ただし、

委託者の許可を得た場合は、この限りではない。 

カ  受託者は、委託業務を遂行するに当たって個人情報を取り扱う場合は、その取扱い

に十分留意し、漏洩、滅失、毀損の防止その他個人情報の保護に万全を期さなければ

ならない。 


